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２０２２（令和４）年９⽉１７⽇ 
⽔⼾地⽅検察庁御中 
 

告 発 状 
 

告発⼈ 
茨城県取⼿市  

  ㊞ 
携帯電話  

被告発⼈ 
  住所不知 

資⾦管理団体「信和政経懇話会」会計責任者 
  

 被告発⼈ 
  茨城県取⼿市新町１丁⽬  
  法務⼤⾂・衆議院議員・「信和政経懇話会」代表者 
   葉梨 康弘 
 

告発の趣旨 
 

下記の通り、被告発⼈ は私⽂書偽造、同⾏使罪ならびに政治資⾦収⽀報告書の虚偽記載
罪に、また被告発⼈葉梨康弘は被告発⼈ と共同正犯または会計責任者監督怠慢罪に、それ
ぞれ該当します。収⽀報告書の虚偽記載と添付領収書の偽造は国⺠に対する重⼤な背信⾏為ですの
で、早急に捜査し全容解明の上、厳重に処罰していただきたく告発します。 
 

記 
 

第１ 被疑事実 
 

１  の被疑事実 
 

被告発⼈葉梨康弘が代表者を務める資⾦管理団体「信和政経懇話会」（以下「本件懇話会」と
いう）と⾃由⺠主党茨城県第三選挙区⽀部（以下「⾃⺠党⽀部」という）の各令和２年分収⽀報
告書（証拠資料①③）によると、被告発⼈ は本件懇話会と⾃⺠党⽀部双⽅の会計責任者
を務めています。本件懇話会の令和２年分収⽀報告書を茨城県選挙管理委員会に提出するにあた
って、被告発⼈ は、備品・消耗品費として「国旗代」２６，１８０円を令和２年４⽉２
７⽇に東京製旗株式会社に⽀出したかのごとく虚偽記載を企て、東京製旗株式会社から⾃⺠党⽀
部宛てに別途発⾏されていた領収書（証拠資料④）の宛名欄を「信和政経懇話会 様」と改ざん
し、あたかも信和政経懇話会が「国旗代」を⽀出したかのごとく領収書を偽造しました。被告発
⼈ は同時に「令和２年４⽉２７⽇、国旗代２６，１８０円を東京製旗株式会社に⽀払っ
た」旨の虚偽を記載した収⽀報告書（証拠資料①）を作成し、これに上記の偽造領収書の写し
（証拠資料②）を添付し令和３年５⽉２５⽇、茨城県選挙管理委員会に提出しました。 
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２  葉梨康弘の被疑事実 
 

被告発⼈葉梨康弘は本件懇話会と⾃⺠党⽀部双⽅の代表者で、上記⾏為について、被告発⼈
と共謀していれば、私⽂書偽造・同⾏使罪ならびに収⽀報告書の虚偽記載罪の共同正犯に

なります。仮に被告発⼈葉梨康弘が上記⾏為を知らなかったとしても、被告発⼈ が領収
書を偽造し虚偽事実を収⽀報告書に記載して提出したことは会計責任者の選任・監督に対する代
表者としての注意を著しく怠った結果であり、政治資⾦規正法２５条２項に違反しています。 
 
 

第２ 罪名及び罰条 
 

被告発⼈ は、刑法１５９条１項の私⽂書偽造罪・同⾏使罪ならびに政治資⾦規正法２
５条１項３号違反。 
 

被告発⼈葉梨康弘は、共謀していれば と同罪、仮に共謀がないとしても政治資⾦規正
法２５条２項違反。 
 
 

第３ 領収書偽造が疑われる根拠 
 
1） 本件懇話会の令和２年分収⽀報告書（証拠資料①）に添付提出された「国旗代」領収書の写し

（証拠資料②）は、東京製旗株式会社が同年４⽉２７⽇に２６，１８０円を本件懇話会から
領収した旨が記載されています。また、⾃⺠党⽀部の令和２年分収⽀報告書（証拠資料③）に
添付提出された「国旗代」領収書の写し（証拠資料④）も東京製旗株式会社が証拠資料②の記
載と同じ⽇付・⾦額で、⾃⺠党⽀部から領収した旨が記載されています。 

2） 両領収書は本件懇話会と⾃⺠党⽀部それぞれを宛先として個別に発⾏されたものですから領
収書記載の領収書番号と取引コードが異なっていてしかるべきです。ところが、両領収書の
領収書番号は同⼀の16910、取引コードもtospashop-10011743と同⼀です。よって、いずれか
⼀⽅の領収書が改ざんされたとしか考えられません。 

3） 両領収書には「内容証明書」（証拠資料⑤）をウェブ閲覧できるQRコードが右下部にそれぞ
れ記載されています。しかし、QRコードは図柄もリンク先URLも同⼀であり、内容証明書を
確認すると宛先はいずれも「⾃由⺠主党茨城県第三選挙区⽀部」となっており、「信和政経懇
話会」との宛名記載はありません。よって本件懇話会宛て領収書（証拠資料②）は同⽀部宛て
領収書（証拠資料④）を使って偽造されたとしか考えられません。 

4） また両領収書には「電⼦領収書」との記載があります。電⼦領収書とは、⽔平垂直が保たれ、
規格化されたひな型に個別データを⾃動的に差し込んで⽣成されるものです。しかし、本件懇
話会宛て領収書では、宛名欄の「信和政経懇話会 様」の⽂字列がやや右下がりに傾いている
ことに加え、その⽩い⽂字背景枠が⻑⽅形でなく歪んでおり、その幅も「信和政経懇話会 
様」の⽂字列幅を⼤きく超えて余⽩が⽬⽴っています。よって本件懇話会宛て領収書は「信和
政経懇話会 様」と印字された紙⽚を⾃⺠党⽀部宛て領収書（証拠資料④）の宛名欄に⼈為的
に貼り付けた上でコピーし、そのコピーを本件懇話会宛「領収書の写し」と偽装して茨城県選
挙管理委員会に添付提出したことが強く疑われます。 

以上  
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証拠資料 
 
① 資⾦管理団体「信和政経懇話会」令和２年分収⽀報告書抜粋（表書き・「国旗代」掲載ペー
ジ・宣誓書）＝茨城県公式サイトから取得 

② ①に添付提出された「国旗代」領収書の写し（茨城県選管への⽂書開⽰請求により取得） 
③ ⾃由⺠主党茨城県第三選挙区⽀部の令和２年分収⽀報告書抜粋（表書き・「国旗代」掲載ペー
ジ・宣誓書）＝総務省サイトから取得 

④ ③に添付提出された「国旗代」領収書の写し（茨城県選管への⽂書開⽰請求により取得） 
⑤ ②と④にそれぞれ記載のQRコードから確認できる同⼀内容の「内容証明書」PDFの写し 




